
東京電力ホールディングス（株）　福島第二原子力発電所

２０２６年　１月　９日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

該当なし
 

該当なし
 

該当なし
 

1   件

NO. 号機等 不適合件名 グレード 発見日

1 4号機

管理区域内の特定装備が必要なエリアを退域時、本来、当該エリアを退域する際は、特定装備を
脱衣すべきところ、一部（靴下）着用したまま管理区域を移動中、違反装備を警備員が確認したた
め、原因調査・対策検討。
なお、速やかに、着用していた靴下・靴の内部・靴下で移動した経路をサーベイし、汚染なしを確
認。

ＧⅡ 1月7日

２０２５年度　パフォーマンス向上会議不適合報告情報（２０２６年　１月　９日（金）分）

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に
必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

区分　Ⅰ：

そ の 他：

区分　Ⅱ：

区分　Ⅲ：


